
に
着
い
た
証
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
墳
の
埋
葬
施
設
と
し
て
は
榔
の

後
に
室
が
発
達
す
る
。
畿
内
系
と
九
州
系
の
二
者

が
あ
り
系
譜
も
性
格
も
大
き
く
異
な
る
。
畿
内
系

の
石
蓋
は
中
期
後
葉
頃
は
じ
ま
り
、
後
期
に
発
達

し
た
。
蜜
内
に
は
密
封
型
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」

で
あ
る
家
形
石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
こ
の
室
内
は
死
者
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
室
」
で
、

前
代
の
榔
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。

　
一
方
、
中
期
初
頭
に
は
じ
ま
る
九
州
系
の
石
室

は
、
密
封
型
の
縮
を
も
た
ず
、
仕
切
石
・
石
障
・

石
屋
形
な
ど
唖
蝉
を
基
本
と
す
る
施
設
の
も
の

（
A
類
）
と
、
妻
入
り
横
口
式
家
形
石
棺
で
後
に

直
葬
さ
れ
て
棺
内
が
室
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
も

の
（
B
類
）
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
室
内
は
死

者
が
自
由
に
浮
遊
で
き
る
「
開
か
れ
た
室
」
で
あ

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
九
州
に
特
徴
的
な
装
飾

古
墳
の
石
室
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
横
穴
式
石
室
に
は
戦
前
か
ら
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
黄
泉
国
訪
問
謳
の
舞
台
説
が
あ

る
。
特
定
の
空
間
に
出
入
口
の
あ
る
家
（
な
か
に

床
）
が
あ
り
、
す
こ
し
離
れ
て
石
の
扉
や
坂
（
ヨ

モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
）
な
ど
あ
る
。
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
は
そ
こ
で
生
き
た
人
の
よ
う
に
暮
ら
し

て
お
り
、
家
の
内
部
に
は
広
が
り
が
あ
る
よ
う
で
、

黄
泉
神
・
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
・
千
五
百
黄
泉
軍
な
ど

が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
舞
台
装
遣
が
整
う
石
室
は

畿
内
系
に
は
な
く
、
九
州
系
の
石
室
こ
そ
が
相
応

し
い
。

　
そ
こ
で
、
「
開
か
れ
た
棺
」
を
も
つ
「
開
か
れ

た
室
」
の
系
譜
を
求
め
る
と
、
高
句
麗
か
ら
中
国

北
朝
に
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
で

は
榔
の
終
末
に
榔
内
で
死
者
が
動
き
だ
し
、
秦
・

前
漢
に
室
が
出
現
。
そ
こ
で
は
死
者
は
生
前
同
様

の
生
活
を
送
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
流
れ
は
階
唐
に

及
ぶ
が
、
そ
の
途
中
の
あ
る
段
階
の
も
の
が
列
島

に
及
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
一
［
黛
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

　
史
学
研
究
会
の
二
〇
一
一
年
度
大
会
・
総
会
は
、

一
一
月
二
臼
（
水
）
午
後
～
時
半
か
ら
五
時
半
ま

で
、
京
都
大
学
楽
友
会
館
会
議
・
講
演
室
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
。

　
総
会
で
は
、
白
馬
進
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の
後
、

上
原
真
人
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
、
庶
務
・
編

集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な
さ

れ
た
。

　
庶
務
（
吉
井
秀
夫
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
役
員

の
交
代
、
今
年
度
の
例
会
実
施
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
、
来
年
度
は
四
月
二
一
日
（
土
曜
日
）
に

「
災
害
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
案

内
さ
れ
た
。

　
編
集
（
小
山
哲
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
『
史
林
騙

の
刊
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

　
会
計
（
金
澤
周
作
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
二
〇

一
一
年
度
予
糞
の
紹
介
、
科
濫
費
申
請
の
準
備
に

つ
い
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
広
報
（
高
嶋
航
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
英
語
版
の
作
成
状
況
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
引
き
続
き
、
公
開
講
演
が
行
わ
れ
た
。

講
演
は
次
の
二
本
で
あ
っ
た
。

　
藤
井
　
譲
治
氏

　
「
信
長
の
参
内
と
政
権
構
想
」

　
和
田
　
晴
吾
氏

　
「
古
墳
の
他
界
観
一
横
穴
式
石
室
の
世
界
を

　
中
心
に
　
　
」

　
講
演
者
紹
介
と
司
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
山
清
次

理
事
と
上
原
真
人
理
事
が
つ
と
め
た
。
講
演
内
容

は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

本
年
も
盛
況
で
、
約
一
五
〇
名
の
参
加
者
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
公
開
講
演
の
の
ち
、
井
谷
鋼
造
理
事
が
閉
会
の

辞
を
述
べ
、
大
会
を
終
了
し
た
。
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（
文
責
　
吉
井
秀
夫
）

史
学
研
究
会
会
則

　
　
　
　
　
（
二
〇
一
〇
年
一

　
月
工
日
改
正
）

第
～
条
　
本
会
は
史
学
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
の
事
務
所
を
京
都
大
学
大
学
院
文

　
学
研
究
科
内
に
置
く
。

第
三
条
　
本
会
は
広
く
歴
史
に
関
心
を
持
つ
者
が

　
集
ま
り
、
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
に
関
す
る

　
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
本
会
の
事
業
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
1
．
総
会
・
大
会
・
例
会
等
の
会
合

　
　
2
．
会
誌
『
史
林
睡
等
の
発
行

第
五
条
　
本
会
に
次
の
役
員
を
融
く
。

　
理
事
長
～
名
、
理
事
一
五
名
以
上
三
五
名
以
内

　
（
内
常
務
理
事
四
名
）
、
監
事
二
名
、
評
議
員

　
四
〇
名
以
上
六
〇
名
以
内
、
委
員
若
干
名

第
六
条
　
役
員
は
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
よ
っ

　
て
選
出
さ
れ
、
総
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と

　
す
る
。
理
事
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統

　
括
し
、
会
員
総
会
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
を

　
招
集
す
る
。
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
会
務

　
を
処
理
す
る
。
と
く
に
常
務
理
事
は
、
庶
務
・

　
編
集
・
会
計
・
広
報
の
各
事
務
を
担
当
す
る
。

　
監
事
は
会
計
経
理
を
監
査
す
る
。

第
七
条
委
員
は
理
事
長
よ
り
嘱
託
さ
れ
、
編

　
集
・
庶
務
の
実
務
を
分
掌
す
る
。

第
八
条
　
役
員
の
任
期
は
、
委
員
（
任
期
一
年
）

　
を
除
き
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
再
任
を
さ
ま

　
た
げ
な
い
。

第
九
条
　
本
会
は
第
三
条
に
掲
げ
た
目
的
に
賛
同

　
す
る
者
を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。
会
員
は
次
の

　
2
種
類
と
す
る
。

　
1
．
正
会
員
　
2
．
学
生
会
員

第
十
条
　
会
員
は
会
誌
『
史
林
臨
の
配
布
を
受
け
、

　
か
っ
こ
れ
に
投
稿
し
、
ま
た
総
会
に
参
加
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
　
会
員
は
、
退
会
届
を
事
務
局
に
提
出

　
し
、
任
意
に
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

　
会
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

　
合
に
は
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
（
1
）
本
人
が
死
亡
し
、
ま
た
は
会
員
で
あ
る

　
　
団
体
が
消
滅
し
た
時

　
（
2
）
会
費
を
三
年
間
納
入
し
な
い
時

第
十
二
条
　
会
員
は
、
所
定
の
会
費
一
年
分
を
前

　
差
す
る
も
の
と
す
る
。
会
費
の
納
入
を
二
年
分

　
怠
っ
た
時
、
雑
誌
の
送
付
を
停
止
さ
れ
る
。
さ

　
ら
に
一
年
間
会
費
の
納
入
を
行
わ
な
い
場
合
、

　
会
員
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

第
十
三
条
　
会
員
が
既
に
納
入
し
た
会
費
は
返
還

　
し
な
い
。
た
だ
し
一
年
分
を
超
え
て
前
納
し
て

　
い
る
場
合
に
は
、
一
年
分
を
超
え
る
部
分
を
返

　
還
す
る
。

第
十
四
条
　
毎
年
秋
季
に
大
会
を
開
き
、
ま
た
適

　
宜
例
会
を
開
く
。
会
場
等
は
そ
の
度
に
こ
れ
を

　
定
め
る
。

第
十
五
条
　
毎
年
秋
季
に
お
い
て
総
会
を
開
き
、

　
会
務
の
報
告
を
行
な
い
、
承
認
を
受
け
る
。

第
十
六
条
　
本
会
の
経
費
は
会
費
、
事
業
収
入
及

　
び
寄
付
金
を
以
て
支
弁
す
る
。
会
費
は
誌
代
を

　
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

第
十
七
条
　
本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
目
始
ま
り
、

　
翌
年
三
月
に
終
わ
る
。

附
　
則
　
本
会
則
の
変
更
は
、
会
員
総
会
の
決
議

　
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
但
し
会
務
執
行
に
必
要
な
細
則
及
び
物
価
変
動

　
に
基
づ
く
会
費
金
額
の
変
更
は
理
事
会
が
こ
れ

　
を
行
う
。『

史
林
』
投
稿
規
定

◇
資
格
　
本
会
会
員
で
あ
る
こ
と
。

◇
投
稿
受
付
原
稿
の
種
類
、
長
さ

論
説
　
1
段
組
5
4
字
×
1
9
行
の
体
裁
で
、

　
　
○
○
字
以
内

三
二
〇
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